
東社協 東京都高齢者福祉施設協議会 高齢者福祉研究大会（アクティブ福祉 in 東京'06） ※無断転載・複製を禁じます 

<取り組んだ課題> 

○ 徹底した食中毒事故防止 

○ 食品や調理に当たっての徹底した衛生管理 

○ 栄養課職員への衛生教育と自主管理 

<具体的な取り組み> 

○ 平成 16 年 11 月に東京都食品衛生自主管理制度

を知り、認証を受けるべく申請することになる。 

○ 東京都指定審査事業者であるエスアールエル株式

会社より申請に必要な書類を確認する。 

○ 「自主衛生管理マニュアル」などを参考に施設独

自の衛生管理マニュアルを作成する。 

○ マニュアルに基づき食品検品から一連の業務の流

れと厨房内の徹底した清掃の見直しを行った。 

○ 衛生性管理点検表を作成し、栄養課職員各自に責

任を持たせ点検する。 

○ 申請に必要な書類（申請書・衛生管理マニュアル・

集団給食施設としての保健所への届出書（写し））

を準備し指定審査事業者の審査を受け、受理され

た。 

審査内容は衛生マニュアルに基づいて厨房や栄養課

施設内の衛生状態の厳しい点検と日々の点検表の実績

の確認、書類の確認であった。 

○ 平成 17年 3月 14 日に認証書が届き、有効期間

は 1 年間であり、平成 18 年には更新し再度審査

点検後3年間の有効期間を頂いた。 

<活動の成果と評価> 

○ 栄養課職員の衛生管理に対する自主性が増しレベ

ルアップになった。  

○ 見落としていた部分の清掃も徹底して行うように

なった。 

○ 衛生管理システムの確認と新たな学習が出来た。

○ 栄養課職員だけでなく、他の職種職員の衛生教育

に役立った。 

○ 利用者の方々にはより安全安心な食事を提供する

ことをアピールし、より信頼を得ることが出来た。

<今後の課題> 

○ 現状に満足することなく、絶えずレベルアップを

目指し「絶対に食中毒事故は起こさない」を合言

葉に安心安全で美味しい食事を提供できるよう実

績を積んで認証更新していきたい。 

<参考資料など> 

改訂 自主衛生管理マニュアル  

今回の発表の施設 

またはサービスの 

概要     

 当施設は山と川が多い緑豊な所に在り、開所して42年の歴史と利用者様の尊厳

と自主性を尊重する理念の基でより良い介護を目指し、100 名の方が平安で穏や

かな生活を過ごされております。 
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